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議
院
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産
年
齢
人
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の
定
義
と
高
齢
者
の
就
労
状
況
と
の
関
係
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答

弁
書
を
送
付
す
る
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衆
議
院
議
員
松
原
仁
君
提
出
生
産
年
齢
人
口
の
定
義
と
高
齢
者
の
就
労
状
況
と
の
関
係
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書 

一
及
び
二
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
生
産
年
齢
人
口
」
と
の
用
語
は
、
一
般
的
に
は
、
十
五
歳
か
ら
六
十
四
歳
ま
で
の
年
齢
層
を
意
味
す
る
も
の

と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
が
、
政
府
と
し
て
画
一
的
な
定
義
を
行
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
政
府
と

し
て
は
、
当
該
用
語
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
用
い
ら
れ
る
具
体
的
な
状
況
に
即
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
。 

 
 

ま
た
、
一
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
そ
の
趣
旨
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
御
指

摘
の
平
成
十
六
年
版
少
子
化
社
会
白
書
第
一
部
第
三
章
第
三
節
一
に
お
け
る
「
社
会
を
担
う
中
核
で
あ
る
生
産
年
齢
人
口
」

の
記
載
に
つ
い
て
は
、
生
産
年
齢
人
口
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
見
解
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
平
成
十
六
年
版
少
子
化
社
会

白
書
に
お
い
て
は
、
「
生
産
年
齢
人
口
」
を
「
一
般
的
に
十
五
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
の
人
口
を
い
う
」
と
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。 

 
 

な
お
、
政
府
と
し
て
は
、
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
十
四
号
）
に
よ
り
改
正
さ
れ
た



 

２ 

 

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
円
滑
な
施
行
を
図
り
、
六
十
五
歳

か
ら
七
十
歳
ま
で
の
者
に
つ
い
て
も
就
業
機
会
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
働
く
意
欲
が
あ
る
高
年
齢
者
が
そ
の
能
力
を

十
分
に
発
揮
で
き
る
よ
う
、
高
年
齢
者
の
活
躍
の
場
の
整
備
を
図
っ
て
い
く
こ
と
は
、
社
会
の
活
力
の
維
持
に
資
す
る
と
考

え
て
い
る
。 


